
平
成
十
年
法
律
第
四
十
五
号

オ
ウ
ム
真
理
教
に
係
る
破
産
手
続
に
お
け
る
国
の
債
権
に
関
す
る
特
例
に
関
す
る
法
律

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
七
年
三
月
二
十
日
に
発
生
し
た
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
等
に
お
い
て
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
被
っ
た
惨
禍
が
未

ぞ曾
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
対
す
る
破
産
申
立
事
件
に
お
い

て
債
権
を
届
け
出
た
被
害
者
の
救
済
を
図
る
こ
と
の
緊
要
性
に
か
ん
が
み
、
当
該
破
産
申
立
事
件
に
お
け
る
国
の
債
権
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
国
の
債
権
に
関
す
る
特
例
）

第
二
条
　
東
京
地
方
裁
判
所
平
成
七
年
（
フ
）
第
三
六
九
四
号
、
第
三
七
一
四
号
破
産
申
立
事
件
に
お
い
て
は
、
国
が
届
け
出
た
債
権
の
う
ち
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に

基
づ
き
国
が
取
得
し
た
損
害
賠
償
請
求
権
及
び
東
京
地
方
裁
判
所
平
成
七
年
（
チ
）
第
一
一
号
、
第
一
二
号
清
算
人
選
任
申
立
事
件
に
お
け
る
予
納
金
に
係
る
償
還
請
求
権
は
、
国
以
外
の
者
が
届
け
出
た
債
権
の
う
ち
生
命
又
は
身

体
を
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
後
れ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


